
遊ぼう　楽しい行事 児童館 

　児童館では、小学生・幼児親子を対象に次の行
事を開催しています。参加される方はお申し込みく
ださい。 
　また、休館日の月曜以外には、卓球やトランプ、絵
本などを自由に楽しむこともできますので、ぜひ遊び
にきてください。 

児童手当の現況届 
福祉健康課 

　児童手当現況届は、毎年６月１日の状況を記載し、
引き続き手当を受けることができるかを確認するも
のです。 
　なお、この現況届を提出されないと、６月分以降
の手当が差し止めされますのでご注意ください。 
【提出期限】６月３０日（火） 
【提 出 先】役場福祉健康課（窓口）・福祉健康セ 

ンター・総合会館 
【持参するもの】印鑑 

現況届（郵送で送付されたもの） 
厚生年金加入者は受給者の健
康保険証をお持ちください。 

【問 合 先】福祉健康課 

＜小学生行事＞ 午前１０時～ 

＜幼児親子行事＞ 
■ピヨピヨひろば 午前１０時３０分～ 

 
■手づくりクラブ 午前１１時～ 
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日（曜日） 月 申込み必要 行　　事　　名 

こころの巡回相談・ 
グループワーク開催 福祉健康課 
　こころの悩みや不安について地域活動支援セン
ターの精神保健福祉士などが相談に応じます。 
　また、同時に精神障がいの方やそのご家族、ここ
ろの悩みをお持ちの方たちの憩いと交流の場として、
グループワークを開催しますのでお気軽にご参加く
ださい。 
【月　時】６月１８日（木） 午前１０時～１１時３０分 
【場　所】福祉健康センター 
【内　容】こころの相談・カラオケ 
【問合先】福祉健康課 

多重債務でお困りの方への 
特別相談所の開設 住民課 

　町では消費者金融などのローン返済に追われ、
国民健康保険税の支払いが困難、もしくは滞って
いる方の問題を解決するために、岐阜県国民健康
保険団体連合会から相談員が派遣される特別相
談所を開設します 
　秘密は固く守られますので、ひとりで悩まずにお
気軽にご相談ください。 
　なお、事前予約も可能ですので、住民課までご連
絡ください。 
【日　時】６月２６日（金） 午後１時～ 
【場　所】笠松町役場 
【対象者】国民健康保険税滞納者 
【相談員】多重債務者専門相談員（弁護士） 
【費　用】無料 
【問合先】住民課保険年金担当 
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